
２－(1) 川崎市災害見舞金及び弔慰金の贈呈に関する条例 

【健康福祉局地域包括ケア推進室】 

昭和40年12月22日 

条 例 第 3 2 号 

最近改正 昭和56年３月31日条例第18号 

（この規則の趣旨） 

第１条 この規則は、川崎市災害見舞金及び弔慰金の贈呈に関する条例（昭和40年川崎市条例第32

号。以下「条例」という。）の施行について必要な事項を定めるものとする。 

（被災者又は遺族） 

第２条 条例第１条に規定する被災者とは、条例第２条第１項第１号に規定する火災、風水害その

他異常な災害による自己の居住する住家の被害者、死亡者及び重傷者並びに同項第２号に規定す

る交通事故による死亡者及び同項第３号に規定する労働災害による死亡者を、条例第１条に規定

する遺族とは条例第２条第１項各号に規定する事由による被災者の死亡時における親族又は死亡

者の葬祭を行なう者をいう。 

２ 前項に規定するその他異常な災害とは、津波、地震、海難、水難、爆発、航空事故等により集

団的に被災した災害をいう。 

３ 第１項に規定する死亡者及び重傷者とは、次の各号に定めるところによる。 

(１) 死亡者とは、死亡の事実を確認したもの又は死亡の事実を確認することができないが、 

死亡したことが確実であると推定されるものをいう。 

(２) 重傷者とは、負傷の程度が１週間以上入院加療を要する者をいう。 

４ 第１項に規定する弔慰金の贈呈を受ける遺族の順位は、現に葬祭を行なう者を先順位者とする。 

（市内に居住する者又は市内に居住する労働者） 

第３条 条例第２条第１項第２号に規定する市内に居住する者及び第３号イに規定する市内に居住

する労働者とは、本市に住民基本台帳法（昭和42年法律第81号）による届出をしている者又は引

き続き３箇月以上居住している者をいう。ただし、外国人にあっては、本市に同法による届出を

している者に限る。 

（同一災害の取扱い） 

第４条 条例第２条第１項第１号に規定する火災、風水害その他異常な災害が、相異なる災害によ

り被災した場合であっても、それが同一災害（同時又は相接近する場合を含む。）による被災であ

るとみなすことが適当と認められるときは、同一災害により被災したものとみなす。 

（住家の被害の種類） 

第５条 条例第２条第１項第１号に規定する火災、風水害その他異常な災害により自己の居住する

住家に被害を受けた者の住家の被害とは、全焼、全壊、流失、半焼、半壊及び床上浸水とし、そ

の被害程度の基準は、次の各号に定めるところによる。 

(１) 全焼、全壊又は流失とは、住家の焼失、損壊若しくは流失した部分の床面積が、その住家

の延床面積の７割以上に達したとき又は焼失、損壊若しくは流失した部分の床面積が、その住

家の延床面積の７割には達しないが、その住家を改築しなければ再び住家として使用すること

ができない程度の被害をいう。 

(２) 半焼又は半壊とは、住家の焼失又は損壊した部分の床面積が、その住家の延床面積の２割

以上７割未満であって、その残存部分に補修を加えることによって、再び住家として使用する

ことができる程度の被害をいう。 

(３) 床上浸水とは、住家の床上以上に浸水したとき又は前各号に該当しないが、土砂、竹木等

のたい積のため、一時的にその住家に居住することができない程度の被害をいう。 

２ 前項第１号又は第２号に規定する全壊又は半壊には、消防法（昭和23年法律第186号）第29条の



規定に基づく全壊又は半壊を含むものとする。 

（交通事故） 

第６条 条例第２条第１項第２号に規定する交通事故による死亡とは、交通の用に供する車両、航

空機等による事故で死亡したとき又は負傷し、これにより死亡したときとする。ただし、故意又

は重過失に基づく自損行為は含まないものとする。 

（負傷後の死亡） 

第７条 条例第２条第１項第２号に規定する交通事故及び第３号に規定する労働災害で負傷し、こ

れにより事故又は災害発生後１箇月以内に死亡した者については、当該交通事故及び労働災害に

よる死亡者とみなす。 

（確認及び認定） 

第８条 条例第２条第１項第１号に規定する被害の事実、第２号及び第３号に規定する市内居住の

事実、同条同項第２号に規定する交通事故による死亡及び第３号に規定する労働災害による死亡

については、関係機関等に確認のうえ認定しなければならない。 

（弔慰金贈呈の制限） 

第９条 条例第２条第１項第２号に規定する交通事故と第３号に規定する労働災害とが同一人につ

いて同時に発生したときは、そのいずれか一方に係る弔慰金を贈呈する。 

（見舞金及び弔慰金の額） 

第10条 条例第３条第１項第１号に規定する見舞金及び弔慰金の額は、別表のとおりとする。 

（委任） 

第11条 この規則の施行について必要な事項は、別に定める。 

附 則 

この規則は、公布の日から施行する。 

（中略） 

附 則（平成24年３月30日規則第43号抄） 

（施行期日） 

１ この規則は、平成24年７月９日から施行する。 

別表（第10条関係） 

被災の種類 
金額 

２人以上の世帯 単身世帯 備考 

全焼 

全壊 

流失 

50,000円 30,000円 

半焼 

半壊 

30,000円 20,000円 

床上浸水 10,000円 5,000円生活保護法（昭和25年法律第144号）の適

用を受ける世帯にあっては、2,000円を加

算する。 

死亡者 １人 100,000円  

重傷者 １人 50,000円  



２－(2)  川崎市災害見舞金及び弔慰金の贈呈に関する条例施行規則 

【健康福祉局地域包括ケア推進室】 

昭和41年 4月 1日 

規 則 第 4 1 号 

最近改正 平成24年３月30日規則第43号 

（この規則の趣旨） 

第１条 この規則は、川崎市災害見舞金及び弔慰金の贈呈に関する条例（昭和40年川崎市条例第32号。以

下「条例」という。）の施行について必要な事項を定めるものとする。 

（被災者又は遺族） 

第２条 条例第１条に規定する被災者とは、条例第２条第１項第１号に規定する火災、風水害その他異常

な災害による自己の居住する住家の被害者、死亡者及び重傷者並びに同項第２号に規定する交通事故に

よる死亡者及び同項第３号に規定する労働災害による死亡者を、条例第１条に規定する遺族とは条例第

２条第１項各号に規定する事由による被災者の死亡時における親族又は死亡者の葬祭を行なう者をいう。 

２ 前項に規定するその他異常な災害とは、津波、地震、海難、水難、爆発、航空事故等により集団的に

被災した災害をいう。 

３ 第１項に規定する死亡者及び重傷者とは、次の各号に定めるところによる。 

(１) 死亡者とは、死亡の事実を確認したもの又は死亡の事実を確認することができないが、死亡した

ことが確実であると推定されるものをいう。 

(２) 重傷者とは、負傷の程度が１週間以上入院加療を要する者をいう。 

４ 第１項に規定する弔慰金の贈呈を受ける遺族の順位は、現に葬祭を行なう者を先順位者とする。 

（市内に居住する者又は市内に居住する労働者） 

第３条 条例第２条第１項第２号に規定する市内に居住する者及び第３号イに規定する市内に居住する労

働者とは、本市に住民基本台帳法（昭和42年法律第81号）による届出をしている者又は引き続き３箇月

以上居住している者をいう。ただし、外国人にあっては、本市に同法による届出をしている者に限る。 

（同一災害の取扱い） 

第４条 条例第２条第１項第１号に規定する火災、風水害その他異常な災害が、相異なる災害により被災

した場合であっても、それが同一災害（同時又は相接近する場合を含む。）による被災であるとみなす

ことが適当と認められるときは、同一災害により被災したものとみなす。 

（住家の被害の種類） 

第５条 条例第２条第１項第１号に規定する火災、風水害その他異常な災害により自己の居住する住家に

被害を受けた者の住家の被害とは、全焼、全壊、流失、半焼、半壊及び床上浸水とし、その被害程度の

基準は、次の各号に定めるところによる。 

(１) 全焼、全壊又は流失とは、住家の焼失、損壊若しくは流失した部分の床面積が、その住家の延床

面積の７割以上に達したとき又は焼失、損壊若しくは流失した部分の床面積が、その住家の延床面積

の７割には達しないが、その住家を改築しなければ再び住家として使用することができない程度の被

害をいう。 

(２) 半焼又は半壊とは、住家の焼失又は損壊した部分の床面積が、その住家の延床面積の２割以上７

割未満であって、その残存部分に補修を加えることによって、再び住家として使用することができる

程度の被害をいう。 

(３) 床上浸水とは、住家の床上以上に浸水したとき又は前各号に該当しないが、土砂、竹木等のたい

積のため、一時的にその住家に居住することができない程度の被害をいう。 

２ 前項第１号又は第２号に規定する全壊又は半壊には、消防法（昭和23年法律第186号）第29条の規定に

基づく全壊又は半壊を含むものとする。 



（交通事故） 

第６条 条例第２条第１項第２号に規定する交通事故による死亡とは、交通の用に供する車両、航空機等

による事故で死亡したとき又は負傷し、これにより死亡したときとする。ただし、故意又は重過失に基

づく自損行為は含まないものとする。 

（負傷後の死亡） 

第７条 条例第２条第１項第２号に規定する交通事故及び第３号に規定する労働災害で負傷し、これによ

り事故又は災害発生後１箇月以内に死亡した者については、当該交通事故及び労働災害による死亡者と

みなす。 

（確認及び認定） 

第８条 条例第２条第１項第１号に規定する被害の事実、第２号及び第３号に規定する市内居住の事実、

同条同項第２号に規定する交通事故による死亡及び第３号に規定する労働災害による死亡については、

関係機関等に確認のうえ認定しなければならない。 

（弔慰金贈呈の制限） 

第９条 条例第２条第１項第２号に規定する交通事故と第３号に規定する労働災害とが同一人について同

時に発生したときは、そのいずれか一方に係る弔慰金を贈呈する。 

（見舞金及び弔慰金の額） 

第10条 条例第３条第１項第１号に規定する見舞金及び弔慰金の額は、別表のとおりとする。 

（委任） 

第11条 この規則の施行について必要な事項は、別に定める。 

附 則 

この規則は、公布の日から施行する。 

（中略） 

附 則（平成24年３月30日規則第43号抄） 

（施行期日） 

１ この規則は、平成24年７月９日から施行する。 

別表（第10条関係） 

被災の種類 
金額 

２人以上の世帯 単身世帯 備考 

全焼 

全壊 

流失 

50,000円 30,000円

半焼 

半壊 

30,000円 20,000円

床上浸水 10,000円 5,000円生活保護法（昭和25年法律第144号）の

適用を受ける世帯にあっては、2,000円

を加算する。 

死亡者 １人 100,000円 

重傷者 １人 50,000円 


